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災害時における応急対策業務の支援に関する協定書  

 伊達市（以下「甲」という。）と伊達地区管工事協同組合（以下「乙」という。）

とは、地震、その他大規模な災害（以下「地震等災害」という。）が発生したとき、

又はその恐れがあるときの災害応急対策業務の支援に関し、次のとおり協定を締結

する。  

 

 （目的）  

第１条  この協定は、地震等災害により水道施設に被害が発生し、継続的な給水に

困難が生じたときに、甲が乙の協力を得て市民へ飲料水の供給を迅速かつ的確

に実施することを目的とする。  

 （応急対策業務の内容）  

第２条  この協定により甲が乙に協力を要請する応急対策業務（以下「応急対策」

という。）は次のとおりとする。  

（１）  応急給水  

（２）  水道施設の復旧工事  

（３）  応急復旧に要する資機材の提供  

（４）  前３号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた業務  

 （協力要請）  

第３条  甲は、地震等災害時において必要と認めるときは、乙に対し協力を要請す

るものとする。  

 （要請の方法）  

第４条  甲は、前条第１項の規定に基づき、乙に対しその協力を要請するときは、

次の事項を明らかにした文書で要請するものとする。ただし、急を要するとき

は、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交付するも

のとする。  

（１）  災害の状況  

（２）  必要とする資機材、物資等の品目及び数量  

（３）  必要とする職種別人員  

（４）  応急対策の場所及び経路  

（５）  前各号に掲げるもののほか、必要な事項  

 （協力体制の整備）  

第５条  乙は、前条の規定により協力の要請を受けたときは、速やかに協力体制を

整え、必要な人員を出動させるとともに、必要な資機材を提供し、伊達市水道

部の応急対策に協力するものとする。  

２  前項の規定により出動した伊達地区管工事協同組合員は、伊達市水道部職員の

指示に従い、応急対策を行うものとする。  

 （報告）  

第６条  乙は応急対策を行ったときは、甲に対し作業日誌（別記様式）により報告

するものとする。ただし、文書作成の余裕がないときは、口頭で報告し、その



後速やかに文書を提出するものとする。  

 （水質保全）  

第７条  乙は、応急給水及び復旧工事を行う際は、水質の保全に万全を期すものと

する。  

 （経費負担）  

第８条  この協定に基づく応急対策に要した費用は、甲が負担する。  

２  経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域の適正価格を

基準として、甲乙協議して定めるものとする。  

 （人員、資機材等の状況報告）  

第９条  乙は、この協定による応急対策に出動させることができる人員及び提供で

きる資機材の状況について、毎年４月末日までに甲に対し文書により報告する

ものとする。  

 （補償）  

第 10条  この協定に基づいて応急対策に従事した者（以下「従事者」という。）が

応急対策において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときの災害補

償については、原則として、従事者の使用者の責任において行うものとする。 

 （情報の提供）  

第 11条  乙は、その業務において感知した地震等災害による被害状況について、積

極的に甲に情報提供するものとする。  

 （有効期間）  

第 12条  この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 19年３月 31日までとする。

ただし、期間満了の日の 30日前までに、甲又は乙から相手方に対し、別段の意

思表示がないときは、更に１年間継続するものとし、以後この例による。  

 （協議）  

第 13条  この協定の解釈に疑義を生じた場合又は、この協定に定めのない事項につ

いては、必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。  

 

 上記協定の証として本書２通を作成し、当時者記名押印の上、各自１通を保有す

る。  

 

 平成 18年８月 21日  

 

   甲  住所  福島県伊達市保原町字舟橋 180番地  

     伊達市長  仁志田  昇  司  

 

   乙  住所  福島県伊達市保原町字柏町 111番地  

     伊達地区管工事協同組合  

     理事長   菅  野  昭  八   


